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４０ （以内）

就職準備金
万円

問合せ先

週20時間以上、愛知県内で2年間継続して勤務したとき

要件等詳しくは

裏 面

通勤用自転車・仕事用被服
などの購入費等（ ）

その気持ち！ 応援します！



愛知県潜在保育士就職準備金貸付制度のご案内

要件

1

要件

3

４０ （以内）貸付額 万円
を1人1回限り

貸付対象者

当然免除：就労日から継続して2年以上、週20時間以上愛知県内の保育所等に勤務した場合
 は全額免除 
裁量免除：就労日から継続して1年以上、週20時間以上愛知県内の保育所等に勤務した場合
 は一部免除　免除額 ： 借入金額 × （勤務した月数 ÷ 24）

免除要件

要件

2

次の　　　　　　　　　　 のすべてに該当する方が対象となります。要件1 要件3要件2

①～③のすべてに該当する方
①  愛知県内で保育士として2年間継続して週20時間以上勤務できる方 
②  保育士として就労するまでに愛知県福祉人材センター（愛知県保育士・保育所支援セン
ター）に求職登録された方 

③  今までに保育修学資金貸付の就職準備金を受けられていない方

①又は②に該当する方
①  以下に掲げる施設又は事業を離職後、3ヵ月以上経過した方 
②  保育士登録から3ヵ月以上経過し、以下に掲げる施設又は事業に勤務経験のない方

ア  児童福祉法（昭和22年法律第164号）第7条に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園 
イ  児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業 
ウ  児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業 
エ  児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業 
オ  学校教育法（昭和22年法律第26号）第1条に規定する幼稚園 
カ  その他、上記に準ずる施設又は事業所

愛知県県内に所在する以下のいずれかの保育所等に新たに勤務することが決定（内定）している方
ア  児童福祉法第7条に規定する保育所 
イ  学校教育法第1条に規定する「幼稚園」のうち次に掲げるもの 
　　・教育時間の終了後等に行う教育活動（預かり保育）を常時実施している施設 
　　・（ウ）に定める「認定こども園」への移行を予定している施設 
ウ  就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）
第2条第6項に規定する「認定こども園」 

エ  児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する事業であって、同法第34条の15第1項の規
定により市町村が行うもの及び同条第2項の規定による認可を受けたもの 

オ  児童福祉法第6条の3第13項に規定する「病児保育事業」であって、同法第34条の18第1項の規定
による届出を行ったもの 

カ  児童福祉法第6条の3第7項に規定する「一時預かり事業」であって、同法第34条の12第1項の規定
による届出を行ったもの 

キ  子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第30条第1項第4号に規定する離島その他の地域に
おいて特例保育を実施する施設 

ク  児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は第39条第1項に規定する業務を目
的とする施設であって法第34条の15第2項、第35条第4項の認可又は認定こども園法第17条第1
項の認可を受け ていないもの（認可外保育施設）のうち、地方公共団体における単独保育施策（いわ
ゆる保育室・家庭的保育事業に類するもの）において保育を行っている施設 

ケ  子ども・子育て支援法第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち「平成28年度
企業主導型保育事業等の実施について」の別紙「平成28年度企業主導型保育事業費補助金実施要
綱」の第2の1に定める企業主導型保育事業を行う者


